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され，依然としてカタカナの文語体で表記され，現在では使われていな

い用語が使用されているものや，条文引用の方法等が煩雑であるものな

ど，法律専門家以外には容易に理解できないとの指摘がなされているも

のがあることから，こうした基本的法令の表記を分かりやすいひらがな

の口語体に改めるなどの整備を行う。

【刑事関係】

① クレジットカード等の支払用カードの偽造等の事案が多発している状

況にかんがみ，支払用カードに対する社会的信用を確保するため，支払

用カードたる電磁的記録の不正作出等の行為に対する罰則を整備する。

② 長引く不況を反映して，企業や個人の相次ぐ倒産，不良債権処理が問

題となっているところ，悪質な資産隠し等の手口による民事執行等の妨

害などの事案に対し，実効的に対処できるよう，これら妨害に対する罰

則を整備する。

③ 近年，企業活動に伴う様々な違反行為が後を絶たず，その刑事責任の

在り方が問われており，国民が安心して暮らせる社会，ルールに従った

健全な企業活動が営まれる活力ある社会を確保するため，企業活動にお

。いて重要な役割を果たしている法人の刑事責任の在り方について見直す

④ 近年，コンピュータが社会の各般の分野で広範に利用され，その利用

者が急速に拡大するとともに，利用形態もコンピュータを単独で用いる

形態からインターネットなど地球規模のオープンなネットワークとして

。 ，の利用形態に急速な変化を遂げてきている このような状況変化に伴い

コンピュータ・ネットワークを悪用した犯罪も増加しているところ，我

が国の治安や社会経済の秩序を維持するためには，ハイテク犯罪に的確

に対応し得るための法整備を行うことが不可欠であり，ハイテク犯罪の

特質を踏まえて実体法及び手続法を整備する。

３．具 体 的 内 容

(1) 法制整備の体制については，平成１２年１１月８日，通商産業省・総務

省からの合計３名の応援を含む，民事局・刑事局の基本法制担当者による

プロジェクトチームを設置し，積極的，集中的に基本法制の整備に取り組

， ， ，んできたところであるが さらに積極的 集中的に法制整備を進めるため

平成１３年４月，内閣の支援を得て，時限的に，参事官を中心とする作業

班を増強し，現在，約４０名からなる民事刑事基本法制プロジェクトチー

ムにより作業を進めている。

(2) 法整備の具体的内容

（・は平成１５年５月３１日現在で整備済み（国会提出済み）のもの，

○は平成１７年ころまでに整備予定のもの）

① 民事関係

ア 商法

・株主総会運営等におけるＩＴの活用，ストック・オプション制度の

見直し

・株主総会と取締役会の権限配分の見直し等を含む株式会社法制の抜

本的見直し

○条文について，平仮名・口語体とするための検討

○利用しやすい中小会社法制を構築するという観点からの有限会社法

の抜本的な見直し

イ 民法及びその関連法

・中間法人制度の創設

・担保・執行法制，区分所有法について，現代社会に一層適合させる

よう所要の法整備
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更生計画の早期成立を図るため，更生計画案の可決要件を緩和する

こととした。

⑤ 手続の終結時期の早期化

手続終結の遅延を防止するため，更生計画上の債権の総額の３分の

２が遅滞なく弁済された場合には，更生手続を原則として終結するこ

ととした。

（2） 手続の合理化

① 東京地裁及び大阪地裁の競合管轄の創設

専門的な処理体制の整った東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に更

生事件についての全国的な競合管轄を認めることとした。

② 事件関係書類の閲覧・謄写規定の整備

手続の透明性確保のため，事件関係書類の閲覧・謄写規定を整備し

た。

③ 更生債権者委員会等の制度の創設

更生債権者等の意思を更生手続に反映させる途を拡大するため，更

生債権者委員会等の制度を設けることとした。

④ 社債権者の手続参加規定の創設

社債権者について議決権行使の申出の制度を設け，この申出をしな

い社債権者の議決権を更生計画案の可決要件の母数から控除すること

とした。

⑤ 財産評定及び担保権の評価の基準の明確化

財産評定及び更生担保権に係る担保権の目的の評価の基準を改め

て，更生手続開始時における時価とすることとした。

⑥ 更生計画による弁済期間の上限の短縮

現代の経済社会の実情に適合するように，更生計画による更生債権

等の弁済期間の上限を２０年から１５年に短縮することとした。

⑦ 書面等投票の制度の創設

議決権者の議決権行使の機会を実質的に保障するため，書面等によ

る議決権の行使を認める制度を設けることとした。

（3） 再建手法の強化

① 包括的禁止命令の制度の創設

保全段階の手続の円滑な進行を図るため，更生会社の財産に対する

強制執行等を一律に禁止する包括的禁止命令の制度を設けることとし

た。

② 保全管理人の行為により生じた請求権の共益債権化

保全段階の事業継続を円滑にするため，保全管理人がその権限に基

づいてした行為により生じた請求権は，当然に共益債権になるものと

した。

③ 経営責任のない取締役等は管財人等に選任できることの明確化

更生会社の取締役等であっても，経営責任がない者は管財人等に選

任することができる旨を明確化することとした。

④ 更生計画認可前の営業譲渡の制度を創設

債権者からの意見聴取等を踏まえた裁判所の許可を得ることによ

り，更生手続開始後の早期の段階（更生計画成立前）において営業譲

渡を許容する制度を設けることとした。

⑤ 担保権消滅制度の創設

担保付物件の早期売却等を可能とするため，担保目的物の価額に相

当する金銭を裁判所に納付することにより，担保権を消滅させること

ができる制度を設けることとした。

⑥ 更生計画により発行される社債の償還期限の自由化












